
漁業法第六十六条第三項後段の規定に基づく瀬戸内海機船
船びき網漁業につき、海域及びその海域につき同条第一項
の許可をすることができる船舶の馬力数の最高限度

昭和三十八年二月一日 (農林省告示第九十一号 )

最終改正： 平成一四年三月二七日農林水産省告示第九〇八号

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十六条第三項後段の規定に基づき、瀬戸
内海機船船びき網漁業につき、海域及びその海域につき同条第一項の許可をすることが
できる船舶の馬力数の最高限度を次のように定める。

海域 漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二十七条の表瀬戸内海の項下欄に掲
げる海域
船舶の馬力数の最高限度 百四十三キロワット

改正文・附則 (平成一四年三月二七日農林水産省告示第九〇八号) 抄

① 平成十四年四月一日から施行する。
② 漁船法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年農林水産省令第百五十三号)附則
第二条第一項及び第二項の規定により推進機関の馬力数がなお従前の例によることとさ
れる船舶の推進機関の馬力数の最高限度については、なお従前の例による。
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